
立
候
補
受
け
付
け

　
４
月
11
日
㈫

期
日
前
投
票

　
４
月
12
日
㈬
～
15
日
㈯

投
票
・
開
票

　
４
月
16
日
㈰

立
候
補
予
定
者
説
明
会

と　

き　
３
月
10
日
㈮
10
時

と
こ
ろ　
市
役
所
５
階
委
員
会
室

あ
る
方
で
、
満
25
歳
以
上
の
方

選
挙
の
お
知
ら
せ

　

有
権
者
に
は
投
票
所
入
場
券

（
は
が
き
）
を
郵
送
し
ま
す
。

　
た
だ
し
無
投
票
の
と
き
は
郵
送

し
ま
せ
ん
。

財
産
区
と
は

　
合
併
前
の
旧
町
が
所
有
し
て
い

た
山
林
や
基
金
な
ど
の
財
産
を
管

理
す
る
特
別
地
方
公
共
団
体
。
現

在
は
小
方
、
玖
波
、
松
ケ
原
の
３

地
区
に
あ
り
ま
す
。

議
員
定
数

小
方
財
産
区　
　
９
人

玖
波
財
産
区　
　
６
人

松
ケ
原
財
産
区　
６
人

選
挙
権

　
各
区
の
区
域
内
に
住
所
が
あ
る

方
で
、
市
議
会
議
員
の
選
挙
権
の

あ
る
方

被
選
挙
権

　
財
産
区
議
会
議
員
の
選
挙
権
が

Ｇ
７
サ
ミ
ッ
ト
と
は

　
フ
ラ
ン
ス
、
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ

リ
ス
、ド
イ
ツ
、日
本
、イ
タ
リ
ア
、

カ
ナ
ダ
（
議
長
国
順
）
の
７
カ
国

の
首
脳
な
ど
が
参
加
す
る
国
際
会

議
で
す
。

　
自
由
、
民
主
主
義
、
人
権
な
ど
、

基
本
的
価
値
を
共
有
す
る
Ｇ
７
首

脳
が
一
つ
の
テ
ー
ブ
ル
を
囲
み
、

さ
ま
ざ
ま
な
地
球
規
模
の
課
題
に

つ
い
て
、意
見
交
換
を
行
い
ま
す
。

開
催
の
経
緯

　
令
和
３
年
11
月
に
、
広
島
県
知

事
、
広
島
市
長
、
広
島
商
工
会
議

所
会
頭
が
、
Ｇ
７
サ
ミ
ッ
ト
の
誘

致
を
表
明
し
ま
し
た
。

　
広
島
と
い
う
﹁
場
﹂
の
持
つ
平

和
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
力
、
都
市
の

利
便
性
、
平
成
28
年
の
Ｇ
７
外
相

会
合
な
ど
、
多
く
の
国
際
会
議
を

開
催
し
た
実
績
と
経
験
な
ど
を
ア

ピ
ー
ル
し
て
、
令
和
４
年
５
月
に

広
島
で
の
開
催
が
決
定
し
ま
し
た
。

広
島
開
催
の
意
義

　

ウ
ク
ラ
イ
ナ
情
勢
が
緊
迫
化

し
、
世
界
中
に
核
使
用
の
不
安
が

広
が
る
中
、
広
島
が
開
催
地
に
選

ば
れ
ま
し
た
。
広
島
か
ら
力
強
い

平
和
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
信
し
、

核
兵
器
の
な
い
真
に
平
和
な
世
界

の
実
現
に
向
け
た
機
運
を
高
め
る

取
り
組
み
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま

す
。

Ｇ
７
広
島
サ
ミ
ッ
ト
の
効
果

　
世
界
中
の
注
目
が
集
ま
る
Ｇ
７

サ
ミ
ッ
ト
は
、
広
島
の
魅
力
を
世

界
に
発
信
す
る
絶
好
の
機
会
で
す
。

　
広
島
に
は
、
豊
か
な
自
然
や
多

彩
な
食
資
産
、
歴
史
が
紡
い
で
き

た
文
化
や
暮
ら
し
な
ど
、
多
く
の

魅
力
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
魅
力
を

世
界
に
発
信
す
る
こ
と
で
、今
後
、

国
内
外
か
ら
広
島
を
訪
れ
る
方
が

増
え
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

投票所・投票時間
小方財産区
投票区 建物の名称（所在地） 投票時間

1 防鹿集会所（防鹿） 7～19時
2 総合市民会館体育館卓球室（立戸１） 7～20時
3 市役所１階休憩室（小方１） 7～20時
4 黒川会館（黒川１） 7～20時
5 阿多田漁村センター（阿多田） 7～18時

玖波財産区
投票区 建物の名称（所在地） 投票時間
玖波 コミュニティサロン玖波（玖波１） 7～20時

松ケ原財産区
投票区 建物の名称（所在地） 投票時間
松ケ原 松ケ原集会所（松ケ原） 7～19時

※ 一部の地域で通常選挙と投票所が異なりますので、選挙のお知らせ
を確認の上お越しください。

期日前投票所
投票所 開設日 開設時間 対象区域

市役所 4月12日(水)
～ 15日(土)

8時30分
～20時

小方、玖波、
松ケ原財産区

前飯谷公民館 4月13日(木) 14時～16時 飯谷地区のみ

任
期
満
了
に
伴
う
小
方
・
玖
波
・

松
ケ
原
財
産
区
議
会
議
員
一
般

選
挙
を
次
の
日
程
で
行
い
ま
す
。

小方・玖波・松ケ原
財産区議会議員
一般選挙

問い合わせ
　選挙管理委員会事務局　☎59-2188

５
月
19
日
か
ら
21
日
ま
で

Ｇ
７
広
島
サ
ミ
ッ
ト
が

開
催
さ
れ
ま
す
。

　
　
　

問
い
合
わ
せ　

企
画
財
政
課　

☎
59
２
１
２
５

申
込
期
間

　
３
月
10
日
㈮
～
５
月
１
日
㈪

　
８
時
30
分
～
17
時
15
分

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
。

対　

象

　
次
の
全
て
に
該
当
す
る
方

①
扶
養
者（
保
護
者
）が
市
内
在
住

②
学
校
教
育
法
に
規
定
す
る
高
等

学
校
、
高
等
専
門
学
校
、
大
学

（
短
期
大
学
・
大
学
院
を
含
み
、

通
信
教
育
を
除
く
）、専
修
学
校

（
修
業
年
限
２
年
以
上
の
専
門
課

程
）
に
在
学
ま
た
は
入
学
予
定

③
学
業
成
績
が
優
良
で
、平
素
の
行

い
が
善
良（
出
身
校
の
３
年
間
も

し
く
は
３
年
次
の
評
定
平
均
値

５
点
満
点
の
う
ち
３・６
以
上
）

④
修
学
に
支
障
が
な
い

⑤
経
済
的
理
由
の
た
め
修
学
が
困

難
と
認
め
ら
れ
る

※
③
～
⑤
に
は
基
準
が
あ
り
ま
す
。

貸
付
額

【
高
等
学
校
】

国
公
立

　
月
額
１
万
１
０
０
０
円
以
内

私　
立

　
月
額
２
万
２
０
０
０
円
以
内

可
書
の
写
し
、
ま
た
は
在
学
証

明
書

⑤
生
計
を
一
に
す
る
世
帯
員
全
員

の
住
民
票
謄
本
（
続
柄
の
記
載

が
あ
り
、
発
行
日
が
申
請
日
前

３
カ
月
以
内
の
も
の
）

⑥
生
計
を
一
に
す
る
世
帯
員
全
員

の
前
年
中
の
所
得
を
証
明
す
る

書
類

⑦
生
計
を
一
に
す
る
世
帯
員
全
員

の
市
税
な
ど
の
﹁
滞
納
が
な
い

証
明
書
﹂（
発
行
日
が
申
込
期

間
内
の
も
の
）

　
 

※
６
歳
未
満
お
よ
び
就
学
者
で

収
入
が
な
い
方
を
除
く
。

※
①
～
③
の
用
紙
は
総
務
学
事
課

に
あ
り
ま
す
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
も
掲
載
し
て
い
ま
す
。

採
用
の
可
否
な
ど

　
結
果
は
６
月
上
旬
に
文
書
で
通

知
し
ま
す
。

　
な
お
、
奨
学
生
に
採
用
さ
れ
た

場
合
は
、
返
済
能
力
の
あ
る
連
帯

保
証
人
２
人
（
１
人
は
必
ず
扶
養

者
、
も
う
１
人
は
奨
学
生
お
よ
び

扶
養
者
の
い
ず
れ
と
も
生
計
を
別

に
し
て
い
る
方
）
が
必
要
で
す
。

【
高
等
専
門
学
校
】

国
公
立

　
月
額
１
万
８
０
０
０
円
以
内

私　
立

　
月
額
２
万
８
０
０
０
円
以
内

【
大
学
（
短
大
・
大
学
院
を
含
む
）

お
よ
び
専
修
学
校
】

国
公
立

　
月
額
２
万
８
０
０
０
円
以
内

私　
立

　
月
額
４
万
円
以
内

返
還
方
法

　

卒
業
後
６
カ
月
間
据
え
置
き
、

そ
の
翌
月
か
ら
10
年
以
内
に
、
月

賦
、
半
年
賦
、
年
賦
に
よ
り
返
還
。

※
市
内
へ
の
居
住
を
条
件
に
返
還

免
除
制
度
が
あ
り
ま
す
。（
下
記

参
照
）

申
し
込
み

　
次
の
書
類
を
総
務
学
事
課
へ
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。（
代
理
申
請

可
・
郵
送
不
可
）

①
奨
学
金
貸
付
申
請
書

②
申
請
理
由
書

③
奨
学
生
推
薦
調
書
（
出
身
学
校

長
が
記
入
）

④
合
格
通
知
書
も
し
く
は
入
学
許

対　

象

　
次
の
全
て
に
該
当
す
る
方

①
奨
学
金
の
返
還
金
お
よ
び
市
税

な
ど
に
滞
納
の
な
い
方

②
奨
学
金
の
返
還
開
始
年
度
が
令

和
３
年
度
以
前
の
方
で
、
令
和

３
年
４
月
１
日
以
前
か
ら
市
内

に
継
続
し
て
居
住
（
実
際
に
生

活
）
し
て
い
る
方

返
還
免
除
期
間

　
４
月
～
令
和
６
年
３
月
分
（
期

間
中
に
転
出
し
た
場
合
は
転
出
し

た
当
月
分
ま
で
）

申
請
期
間

　
４
月
３
日
㈪
～
５
月
１
日
㈪

　
８
時
30
分
～
17
時
15
分

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
。

申
請
方
法

　
総
務
学
事
課
に
備
え
付
け
、
ま

た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
﹁
奨
学

金
返
還
免
除
願
﹂
に
必
要
書
類
を

添
え
て
総
務
学
事
課
へ
。

※
必
ず
申
請
者
本
人
が
直
接
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。（
代
理
申
請
・

郵
送
不
可
）

※
﹁
奨
学
金
返
還
免
除
願
﹂
に
は

連
帯
保
証
人
の
記
名
・
押
印
が
必

要
で
す
。

必
要
書
類

①
奨
学
金
返
還
免
除
願

②
本
人
の
住
民
票
（
発
行
日
が
令

和
５
年
４
月
１
日
以
降
の
も

の
）

③
本
人
の
﹁
令
和
４
年
分
確
定
申

告
書
﹂
ま
た
は
﹁
令
和
５
年
度

市
県
民
税
申
告
書
﹂
の
写
し

　

 

※
申
告
し
て
い
な
い
方
は
﹁
令

和
４
年
分
給
与
所
得
の
源
泉
徴

収
票
﹂
の
写
し
（
複
数
箇
所
で

働
い
て
い
る
方
は
全
て
の
源
泉

徴
収
票
）

　

 

※﹁
課
税
台
帳
記
載
事
項
証
明
﹂

で
は
受
け
付
け
で
き
ま
せ
ん
。

④
生
計
を
一
に
す
る
世
帯
員
全
員

の
市
税
な
ど
の
﹁
滞
納
が
な
い

証
明
書
﹂（
発
行
日
が
令
和
５

年
４
月
１
日
以
降
の
も
の
）

　

 

※
６
歳
未
満
お
よ
び
就
学
者
で

収
入
が
な
い
方
を
除
く
。

⑤
本
人
確
認
書
類
（
申
請
時
に
原

本
を
提
示
）。
顔
写
真
付
き
の

場
合
１
点
、
無
い
場
合
２
点

免
除
の
決
定

　
６
月
上
旬
に
決
定
し
、
文
書
で

通
知
し
ま
す
。

将
来
の
大
竹
を
支
え
る
世
代
を
応
援

市
奨
学
生
募
集

問
い
合
わ
せ

　

総
務
学
事
課　

☎
59
２
１
８
４

市奨学金の
返還を免除
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必
要
書
類

個　

人

　
次
の
①
か
ら
⑦
の
書
類
。本
社・

本
店
が
市
内
に
な
い
方
は
、
⑧
の

書
類
も
必
要
で
す
。

①
大
竹
市
原
油
価
格
等
高
騰
対
策

支
援
金
交
付
申
請
書
兼
請
求
書

（
様
式
第
１
号
）

②
個
別
積
算
書
（
光
熱
費
・
燃
料

費
）（
様
式
第
２
号
）

③
誓
約
書
（
様
式
第
３
号
）

④
令
和
４
年
１
月
か
ら
12
月
ま
で

に
支
払
っ
た
光
熱
費
・
燃
料
費

の
金
額
が
分
か
る
書
類
の
写
し

（
帳
簿
、
領
収
書
な
ど
）

⑤
令
和
４
年
分
の
確
定
申
告
書
第

１
表
、
令
和
４
年
分
の
青
色
申

告
決
算
書
ま
た
は
収
支
内
訳
書

の
写
し
（
税
務
署
の
受
領
印
が

押
さ
れ
た
も
の
、
ま
た
は
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
を
利
用
の
場
合
は
電
子

申
告
し
た
内
容
の
写
し
）

⑥
申
請
者
名
義
の
通
帳
の
写
し

⑦
申
請
者
の
本
人
確
認
書
類
の
写

し
（
運
転
免
許
証
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
な
ど
）

⑧
市
内
で
事
業
活
動
（
営
業
）
し

て
い
る
こ
と
が
分
か
る
書
類
の

写
し
（
開
業
届
、
営
業
許
可
書

な
ど
）

法　

人

　
次
の
①
か
ら
⑥
の
書
類
。本
社・

本
店
が
市
内
に
な
い
方
は
、
⑦
の

価
格
等
高
騰
対
策
支
援
金
交
付
決

定
通
知
書
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

中
小
事
業
者
と
は

　
次
の
ア
か
ら
エ
に
掲
げ
る
事
業

者
を
い
い
ま
す
。

ア
資
本
金
の
額
ま
た
は
出
資
の
総

額
が
３
億
円
以
下
、な
ら
び
に
、

常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が

３
０
０
人
以
下
で
、
製
造
業
、

建
設
業
、
運
輸
業
そ
の
他
の
業

種
（
イ
か
ら
エ
ま
で
に
掲
げ
る

業
種
を
除
く
）
に
属
す
る
事
業

を
主
た
る
事
業
と
し
て
営
む
者

イ
資
本
金
の
額
ま
た
は
出
資
の
総

額
が
１
億
円
以
下
、な
ら
び
に
、

常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が

１
０
０
人
以
下
で
、
卸
売
業
に

属
す
る
事
業
を
主
た
る
事
業
と

し
て
営
む
者

ウ
資
本
金
の
額
ま
た
は
出
資
の
総

額
が
５
千
万
円
以
下
、
な
ら
び

に
、
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の

数
が
１
０
０
人
以
下
で
、
サ
ー

ビ
ス
業
に
属
す
る
事
業
を
主
た

る
事
業
と
し
て
営
む
者

エ
資
本
金
の
額
ま
た
は
出
資
の
総

額
が
５
千
万
円
以
下
、
な
ら
び

に
、
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の

数
が
50
人
以
下
で
、
小
売
業
に

属
す
る
事
業
を
主
た
る
事
業
と

し
て
営
む
者

書
類
も
必
要
で
す
。

①
大
竹
市
原
油
価
格
等
高
騰
対
策

支
援
金
交
付
申
請
書
兼
請
求
書

（
様
式
第
１
号
）

②
個
別
積
算
書
（
光
熱
費
・
燃
料

費
）（
様
式
第
２
号
）

③
誓
約
書
（
様
式
第
３
号
）

④
令
和
４
年
１
月
か
ら
12
月
ま
で

に
支
払
っ
た
光
熱
費
・
燃
料
費

の
金
額
が
分
か
る
書
類
の
写
し

（
帳
簿
、
領
収
書
な
ど
）

⑤
直
近
の
法
人
税
確
定
申
告
書
別

表
１
、
決
算
報
告
書
（
販
売
費

お
よ
び
一
般
管
理
費
の
ペ
ー
ジ

部
分
）
の
写
し
（
税
務
署
の
受

領
印
が
押
さ
れ
た
も
の
、
ま
た

は
ｅ-

Ｔａ
ｘ
を
利
用
の
場
合
は

電
子
申
告
し
た
内
容
の
写
し
）

⑥
法
人
名
義
の
通
帳
の
写
し

⑦
市
内
で
事
業
活
動
（
営
業
）
し

て
い
る
こ
と
が
分
か
る
書
類
の

写
し（
法
人
設
立
設
置
届
出
書
、

営
業
許
可
書
、会
社
概
要
な
ど
）

申
請
方
法

　
３
月
16
日
㈭
か
ら
6
月
30
日
㈮

ま
で
に
、
必
要
書
類
を
添
え
て
大

竹
商
工
会
議
所
に
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。

※
申
請
受
付
時
間
は
、
土
・
日
曜

日
、
祝
日
を
除
く
９
時
か
ら
17
時

ま
で
で
す
。

※
支
援
金
の
決
定
、
入
金
日
な
ど

は
、
市
が
送
付
す
る
大
竹
市
原
油

募
集
人
数　
９
人

推
薦
・
応
募
資
格

　

農
業
に
関
す
る
識
見
を
持
ち
、

農
地
な
ど
の
利
用
の
最
適
化
の
推

進
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
の
農
業

委
員
会
の
所
掌
に
属
す
る
事
項
に

関
し
、
そ
の
職
務
を
適
切
に
行
う

こ
と
が
で
き
る
方
。
た
だ
し
、
次

の
い
ず
れ
か
の
項
目
に
該
当
す
る

方
は
除
き
ま
す
。

○

破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け

て
復
権
を
得
な
い
者

○

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、

そ
の
執
行
を
終
わ
る
ま
で
、
ま

た
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と

が
な
く
な
る
ま
で
の
者

○

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為

の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平

成
３
年
法
律
第
77
号
）
に
規
定

す
る
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団

員
ま
た
は
こ
れ
ら
と
密
接
な
関

係
を
持
つ
者

○

大
竹
市
の
職
員
で
あ
る
者

農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員

　
農
業
委
員
と
連
携
し
て
農
地
な

ど
の
利
用
の
最
適
化
に
向
け
た
次

の
業
務
を
行
い
ま
す
。

○

担
い
手
へ
の
農
地
の
集
積
・
集

約
化
、
耕
作
放
棄
地
の
発
生
防

止
・
解
消
な
ら
び
に
新
規
参
入

の
促
進
な
ど
に
伴
う
現
地
調
査

お
よ
び
指
導
な
ら
び
に
監
視
業

務
な
ど

○
農
地
の
権
利
移
動
、
転
用
の
許

可
な
ど
の
審
議
お
よ
び
決
定
に

関
す
る
助
言
な
ら
び
に
こ
れ
ら

に
関
連
す
る
現
地
調
査

○

農
家
か
ら
の
相
談
対
応
お
よ
び

農
家
へ
の
助
言
・
指
導

募
集
人
数　
２
人

推
薦
・
応
募
資
格

　
農
地
な
ど
の
利
用
の
最
適
化
の

推
進
に
熱
意
と
識
見
を
持
つ
方
。

た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
の
項
目

に
該
当
す
る
方
は
除
き
ま
す
。

○

破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け

て
復
権
を
得
な
い
者

○

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、

そ
の
執
行
を
終
わ
る
ま
で
、
ま

た
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と

が
な
く
な
る
ま
で
の
者

○

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為

の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平

成
３
年
法
律
第
77
号
）
に
規
定

す
る
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団

員
ま
た
は
こ
れ
ら
と
密
接
な
関

係
を
有
す
る
者

○

大
竹
市
の
職
員
で
あ
る
者

　
農
業
委
員
・
農
地
利
用
最
適
化

推
進
委
員
の
募
集
に
つ
い
て
、
詳

し
く
は
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の﹁
募

集
を
探
す
﹂に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

対　

象

　
市
内
に
事
業
所
・
店
舗
が
あ
る

中
小
事
業
者
（
法
人
ま
た
は
個
人

事
業
者
）
で
次
の
全
て
に
該
当
す

る
方

○

令
和
４
年
11
月
以
前
か
ら
継
続

し
て
事
業
を
行
っ
て
お
り
、
今

後
も
事
業
を
継
続
し
て
い
く
意

思
が
あ
る

○

法
人
は
直
近
の
事
業
年
分
の
確

定
申
告
を
、
個
人
は
令
和
４
年

分
の
確
定
申
告
を
行
っ
て
お

り
、
光
熱
費
・
燃
料
費
を
事
業

経
費
と
し
て
計
上
し
て
い
る

○

市
外
に
事
業
所
・
店
舗
が
あ
る

中
小
事
業
者
は
、市
内
に
本
社・

本
店
が
あ
る

※
た
だ
し
、
次
の
要
件
に
該
当
し

け
る
介
護
・
社
会
福
祉
事
業
所

等
支
援
金
交
付
要
綱
の
支
援
金

を
申
請
し
た
者

⑤
市
の
公
の
施
設
に
係
る
指
定
管

理
者
の
指
定
を
受
け
て
い
る
者

⑥
そ
の
他
市
長
が
不
適
切
と
認
め

る
者

対
象
経
費

　
市
内
に
あ
る
事
業
所
・
店
舗
で
、

令
和
４
年
１
月
か
ら
12
月
に
事
業

用
と
し
て
支
払
っ
た
次
の
経
費
。

○

光
熱
費
（
電
気
代
、
ガ
ス
代
）

○

燃
料
費
（
ガ
ソ
リ
ン
、
軽
油
、

灯
油
、
重
油
）

※
本
社
・
本
店
が
市
内
に
あ
る
場

合
は
、
市
外
の
事
業
所
・
店
舗
も

対
象
で
す
。

※
本
社
・
本
店
が
市
外
に
あ
る
場

合
は
、
市
内
の
事
業
所
・
店
舗
の

み
対
象
で
す
。

支
援
金
額　

　
令
和
４
年
１
月
か
ら
12
月
に
事

業
用
と
し
て
支
払
っ
た
光
熱
費
・

燃
料
費
の
20
％
を
支
援
金
と
し
て

支
給
し
ま
す
。

個
人
（
上
限
）　
10
万
円
ま
で

法
人
（
上
限
）　
20
万
円
ま
で

※
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合

は
、
切
り
捨
て
。

※
複
数
店
舗
を
運
営
し
て
い
る
場

合
、
経
営
者
が
同
じ
で
あ
れ
ば
１

事
業
者
と
し
て
取
り
扱
い
ま
す
。

て
い
る
事
業
者
は
対
象
外
で
す
。

①
大
竹
市
暴
力
団
排
除
条
例
第
２

条
第
１
号
に
規
定
す
る
暴
力

団
、
同
条
第
２
号
に
規
定
す
る

暴
力
団
員
も
し
く
は
同
条
第
３

号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
な
ど

ま
た
は
こ
れ
ら
の
者
と
密
接
な

関
係
を
有
す
る
者

②
宗
教
活
動
ま
た
は
政
治
活
動
を

主
な
目
的
と
し
た
事
業
を
営
む

者
③
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務

の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
第

２
条
第
５
項
に
規
定
す
る
性
風

俗
関
連
特
殊
営
業
ま
た
は
同
条

第
13
項
に
規
定
す
る
接
客
業
務

受
託
営
業
を
行
う
者

④
大
竹
市
原
油
価
格
等
高
騰
に
お

農
業
委
員

　
農
業
委
員
は
次
の
業
務
を
行
い

ま
す
。

○

農
地
の
権
利
移
動
、
転
用
の
許

可
な
ど
の
審
議
お
よ
び
決
定
な

ら
び
に
こ
れ
ら
に
関
す
る
現
地

調
査

○

担
い
手
へ
の
農
地
の
集
積
・
集

約
化
、
耕
作
放
棄
地
の
発
生
防

止
・
解
消
な
ら
び
に
新
規
参
入

の
促
進
な
ど
に
伴
う
現
地
調

査
、
お
よ
び
指
導
な
ら
び
に
監

視
業
務
な
ど

○

農
家
か
ら
の
相
談
対
応
お
よ
び

農
家
へ
の
助
言
・
指
導

市
は
、
原
油
価
格
や
物
価
高
騰
の
影
響
で
光
熱
費

や
燃
料
費
の
事
業
経
費
の
負
担
が
増
加
し
影
響
を

受
け
て
い
る
市
内
の
中
小
事
業
者
に
対
し
て
、
支

援
金
を
支
給
し
ま
す
。

７月19日の任期満了に伴い、農業委員会委員
（以下「農業委員」という）と農地利用最適化
推進委員を募集します。
農業委員は、自薦・推薦を問わず公募を行い、
市議会の同意を得て、市長が任命します。また、
農地利用最適化推進委員も自薦・推薦を問わ
ず公募を行いますが、農業委員会が委嘱しま
す。

原
油
価
格
等
高
騰
対
策
支
援
金

  

申
請
は
大
竹
商
工
会
議
所
へ
―

　
　

■
申
請
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ

　
　
　
　

大
竹
商
工
会
議
所　

☎
52
３
１
０
５

　
　

■
入
金
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ

　
　
　
　

産
業
振
興
課　

☎
59
２
１
３
１

受付期間
3月17日㊎▶4月14日㊎
任命期間
7月20日▶令和8年7月19日（3年間）

問い合わせ
　農業委員会事務局（産業振興課内）　☎59-2190

農業委員　募 集
農地利用最適化推進委員
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